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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 8月 24日 (2006.8.24)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 支 持 面 に 対 し て 装 置 を 固 定 す る 固 定 構 造 で あ っ て 、
　 該 装 置 と 該 支 持 面 と の 間 に 介 在 し て 、 該 装 置 と 該 支 持 面 と を 弾 性 的 に 保 持 す る 弾 性 保 持
手 段 と 、
　 該 装 置 と 該 支 持 面 と を 固 定 す る 固 定 手 段 と を 備 え 、
　
　 　
　 　
　 　
　

　
こ と を 特 徴 と す る 固 定 構 造 。

【 請 求 項 ２ 】
　 と の 間 に 介 在 し て 、 該 装 置 と 該 支 持 面 と を 弾 性 的 に 保 持 す る 弾 性 保 持 手 段
と 、 該 装 置 と 該 支 持 面 と を 固 定 す る 固 定 手 段 と を 備 え 、

　
　

こ と を 特 徴 と す る 固 定 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 装 置 と 支 持 面 と の 間 に 介 在 し て 、 該 装 置 と 該 支 持 面 と を 弾 性 的 に 保 持 す る 弾 性 保 持 手 段
と 、 該 装 置 と 該 支 持 面 と を 固 定 す る 固 定 手 段 と を 備 え 、 該 装 置 と 該 支 持 面 と を

固 定 す る 固 定 方 法 で あ っ て 、
　

　

前 記 固 定 手 段 は 、
前 記 装 置 側 に 設 け ら れ た 装 置 側 固 定 手 段 と 、
前 記 支 持 面 側 に 設 け ら れ た 支 持 面 側 固 定 手 段 と 、
該 装 置 側 固 定 手 段 と 該 支 持 面 側 固 定 手 段 と を 連 結 す る 連 結 手 段 と を 含 み 、

該 装 置 側 固 定 手 段 と 該 支 持 面 側 固 定 手 段 と は 、 前 記 弾 性 保 持 手 段 の み を 使 用 し て 該 装 置
と 該 支 持 面 と を 保 持 し て い る 定 常 状 態 に お い て 、 所 定 距 離 を お い て 対 向 す る よ う に 設 け ら
れ て お り 、

該 連 結 手 段 は 、 該 所 定 距 離 が 広 が る 方 向 に 対 し て は 規 制 を 行 う が 、 該 所 定 距 離 が 狭 ま る
方 向 に 対 し て は 規 制 を 行 わ な い

装 置 と 支 持 面
該 装 置 と 該 支 持 面 と を 固 定 す る 固

定 方 法 で あ っ て 、
外 部 振 動 が な い 状 態 で は 、 該 固 定 手 段 以 外 を 使 用 し て 該 装 置 と 該 支 持 面 と を 保 持 し 、
外 部 振 動 が あ る 状 態 で は 、 該 弾 性 保 持 手 段 と 該 固 定 手 段 と を 使 用 し て 該 装 置 と 該 支 持 面

と を 固 定 す る

固 定 手 段 に
よ っ て

該 弾 性 保 持 手 段 に 圧 縮 の 余 地 を 残 し て 、 該 装 置 と 該 支 持 面 と を 固 定 す る 第 １ の 固 定 方 法
と 、

該 弾 性 保 持 手 段 に 圧 縮 の 余 地 を 残 さ ず 、 該 装 置 と 該 支 持 面 と を 固 定 す る 第 ２ の 固 定 方 法



す る こ と を 特 徴 と す る 固 定 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 装 置 と 支 持 面 と の 間 に 介 在 し て 、 該 装 置 と 該 支 持 面 と を 弾 性 的 に 保 持 す る 弾 性 保 持 手 段
と 、 該 装 置 と 該 支 持 面 と を 固 定 す る 固 定 手 段 と を 備 え 、

該 装 置 と 該 支 持 面 と を 固 定
手 段 に よ っ て 固 定 す る 固 定 方 法 で あ っ て 、
　

固 定 す る 第 １ の 固 定 方 法 と 、
　

固 定 す る 第 ２ の 固 定 方 法 と の い ず れ か を 、 該 支 持 面 の 環
境 に 応 じ て 選 択 す る こ と を 特 徴 と す る 固 定 方 法 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 発 明 は 、 支 持 面 に 対 し て 装 置 を 固 定 す る 固 定 構 造 で あ っ て 、
　 該 装 置 と 該 支 持 面 と の 間 に 介 在 し て 、 該 装 置 と 該 支 持 面 と を 弾 性 的 に 保 持 す る 弾 性 保 持
手 段 と 、
　 該 装 置 と 該 支 持 面 と を 固 定 す る 固 定 手 段 と を 備 え 、
　 前 記 固 定 手 段 は 、
　 　 前 記 装 置 側 に 設 け ら れ た 装 置 側 固 定 手 段 と 、
　 　 前 記 支 持 面 側 に 設 け ら れ た 支 持 面 側 固 定 手 段 と 、
　 　 該 装 置 側 固 定 手 段 と 該 支 持 面 側 固 定 手 段 と を 連 結 す る 連 結 手 段 と を 含 み 、
　 該 装 置 側 固 定 手 段 と 該 支 持 面 側 固 定 手 段 と は 、 前 記 弾 性 保 持 手 段 の み を 使 用 し て 該 装 置
と 該 支 持 面 と を 保 持 し て い る 定 常 状 態 に お い て 、 所 定 距 離 を お い て 対 向 す る よ う に 設 け ら
れ て お り 、
　 該 連 結 手 段 は 、 該 所 定 距 離 が 広 が る 方 向 に 対 し て は 規 制 を 行 う が 、 該 所 定 距 離 が 狭 ま る
方 向 に 対 し て は 規 制 を 行 わ な い こ と を 特 徴 と す る 固 定 構 造 で あ る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ５
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ６ 】
　 発 明 に よ れ ば 、 弾 性 保 持 手 段 は 、 装 置 と 支 持 面 と の 間 に 介 在 し て 、 装 置 と 支 持 面 と を
弾 性 的 に 保 持 す る 。 装 置 と 支 持 面 と に は 装 置 側 固 定 手 段 と 支 持 面 側 固 定 手 段 と を そ れ ぞ れ
設 け 、 定 常 状 態 で は 装 置 側 固 定 手 段 と 支 持 面 側 固 定 手 段 と の 間 に 所 定 距 離 を お く よ う に 対
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と の い ず れ か を 、 該 支 持 面 の 環 境 に 応 じ て 選 択

前 記 固 定 手 段 は 、 前 記 装 置 側 に 設
け ら れ た 装 置 側 固 定 手 段 と 、 前 記 支 持 面 側 に 設 け ら れ た 支 持 面 側 固 定 手 段 と 、 該 装 置 側 固
定 手 段 と 該 支 持 面 側 固 定 手 段 と を 締 結 す る 締 結 手 段 と を 含 み 、

該 装 置 側 固 定 手 段 と 該 支 持 面 側 固 定 手 段 と の 間 に 所 定 距 離 を お い た 状 態 で 、 該 装 置 側 固
定 手 段 と 該 支 持 面 側 固 定 手 段 と を 該 締 結 手 段 で

該 装 置 側 固 定 手 段 と 該 支 持 面 側 固 定 手 段 と が 接 触 し た 状 態 で 、 該 装 置 側 固 定 手 段 と 該 支
持 面 側 固 定 手 段 と を 該 締 結 手 段 で

本

本



向 す る の で 、 た と え ば ゴ ム 足 な ど 、 弾 性 材 料 を 利 用 す る 弾 性 保 持 手 段 で 装 置 を 保 持 し 、 防
振 を 図 る こ と が で き る 。 装 置 側 固 定 手 段 と 支 持 面 側 固 定 手 段 と は 、 連 結 手 段 で 連 結 さ れ 、
連 結 手 段 は 、 所 定 距 離 が 広 が る 方 向 に 対 し て は 規 制 を 行 う が 、 所 定 距 離 が 狭 ま る 方 向 に 対
し て は 規 制 を 行 わ な い の で 、 装 置 の 移 動 を 防 ぎ 、 弾 性 保 持 手 段 の 防 振 機 能 を 有 効 に 利 用 す
る こ と が で き る 。
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